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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、海老名市のまちづくりにおける市民、事業者及び市の責務を明

らかにするとともに、まちづくりの基本理念、まちづくりにおける市民参加の仕組

み、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）の規定に基づ

く都市計画の手続、開発事業における手続や調整の仕組み及び開発事業の基準等を

定めることにより、良好で健全な居住環境の確保、市民の福祉向上と活力あるまち

の持続的な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 市民 市内に住所を有する者、市内に居住する者、市内で事業を営む者、市

内に土地又は建物を所有する者その他規則で定める者をいう。 

(２) 開発事業 法第４条第１２項に規定する開発行為、建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第２条第１３号に規定する建築に関わる全ての行為及び敷地の

変更又は単に土地及び土地利用のための区画形質の変更をする行為で別表第１に

より区分され定められたものをいう。 

(３) 事業者 開発事業を行おうとする者及び開発事業を行う者をいう。 

(４) 周辺住民 別表第１に定める開発事業の周知範囲に住所を有する者、土地を

所有する者、建物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者又は事業を

営んでいる者をいう。 

(５) 建築物 建築基準法第２条第１号に規定する建築物をいう。 

(６) 工作物 建築物以外で、この条例で扱う構造物及び施設をいう。 

(７) 事業区域 開発事業に係る土地の区域をいう。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（基本理念） 

第３条 まちづくりは、相模川や農地を恵みとした自然環境をはじめ、相模横山九里
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の土手などの斜面緑地や田園風景と調和をしながら持続的に発展することを目指し、

公共の福祉の下で豊かで快適な環境を守り、次世代に引き継ぎ、育むよう行われな

ければならない。 

２ まちづくりは、市、市民及び事業者が主体となり、自らの責任と相互の理解と信

頼の下に協働して行われなければならない。 

３ まちづくりは、次世代を担う子どもや若者が、健全な生活環境と教育環境の中で

成育することを目的に行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念の下に計画的なまちづくりに取り組まなければならない。 

２ 市は、市民が主体となるまちづくりに必要な支援を行い、市民との協働によるま

ちづくりを推進しなければならない。 

３ 市は、事業者に対して良好なまちづくりを推進するため必要な助言及び指導を行

わなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念の下に計画的なまちづくりの実現に向け、主体的に取り組

むとともに、市の施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市民相互の立場を尊重し、協力してまちづくりの推進に努めなければな

らない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、市民が行うまちづくりの活動及び市が行うまちづくりの施策に協

力しなければならない。 

２ 事業者は、基本理念の下に開発事業を計画し、事業区域周辺の住環境や開発事業

による自然環境への影響を配慮し、必要な措置を講じなければならない。 

３ 事業者は、開発事業を計画した際は、周辺住民及び規則で定める関係者（以下「関

係者」という。）に十分な説明を行うとともに意見を聴き、必要な措置を計画に反

映させなければならない。 

（まちづくりの計画） 
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第７条 市のまちづくりは、法第１８条の２第１項の規定に基づき市の都市計画に関

する基本的な方針を定めた海老名市都市マスタープランのほか、次に掲げる計画等

により行わなければならない。 

(１) 第１０条及び第２７条に規定するまちづくり重点計画 

(２) 第１５条に規定するまちづくり市民活動計画 

(３) 法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画 

(４) 建築基準法第６９条に規定する建築協定 

(５) 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項に規定する

立地適正化計画 

(６) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第

５条第１項に規定する地域公共交通計画 

(７) 海老名市景観条例（平成２１年条例第１８号）第６条の景観推進計画 

(８) 海老名市道路交通マスタープラン 

(９) 前各号に掲げるもののほか、市が策定した方針、計画等のうち、まちづくり

に関するもの 

（令和４条例３・令和５条例２８・一部改正） 

第２章 市民によるまちづくり 

第１節 まちづくり重点計画 

（まちづくり重点地区推進協議会） 

第８条 市長は、まちづくりを重点的に行う地区（以下「まちづくり重点地区」とい

う。）の市街地整備その他土地利用等に関する計画及び基準等（以下「まちづくり

重点計画」という。）を、当該地区の市民及び事業者が主体となって定めることを

目的に活動する者において、規則で定める要件を備えた団体を、まちづくり重点地

区推進協議会（以下「協議会」という。）として認定することができる。 

２ まちづくり重点地区は、次の各号のいずれかに該当する３，０００平方メートル

以上の地区とする。 

(１) 海老名市都市マスタープランで拠点とされた地域 
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(２) 法第７条の２第１項第１号に規定する都市再開発の方針又は同項第２号に規

定する住宅市街地の開発整備の方針に定められた地域 

(３) 防災対策が必要と認められる地域 

(４) 大規模な公共事業により広く影響を受ける地域 

(５) 特に市長がまちづくり重点計画を必要と認めた地域 

３ 第１項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところ

により市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ海老名市都

市計画審議会の意見を聴かなければならない。 

５ 市長は、第１項の規定による認定をしたときは、規則で定めるところによる公表

（以下単に「公表」という。）をするとともに、協議会の代表者に通知をしなけれ

ばならない。 

６ 市民及び事業者は、協議会を設立することを目的として、代表者を定め準備会を

設立し、規則で定めるところにより市長に対して協議会の設立に向けた支援を行う

よう申し出ることができる。 

７ 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、協議会の設立に向けた支援を行

うものとする。 

８ 協議会又は準備会を解散するときは、書面により市長に申し出なければならない。 

９ 市長は、前項の規定による申出があったときは、その旨の公表をしなければなら

ない。 

１０ 市長は、第１項の規定による認定をした協議会が提出した第３項の規定による

申請に虚偽があると認められるとき又はその内容がこの条例の目的から逸脱してい

ると認められるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市

長は、その旨の公表をするとともに、協議会の代表者に認定を取り消すことを通知

しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（協議会のまちづくり重点計画の案の作成） 
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第９条 協議会は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項について定めたまち

づくり重点計画の案を作成し、市長に提案するものとする。 

(１) まちづくり重点地区の市街地整備に関すること。 

(２) まちづくり重点地区の土地利用に関すること。 

(３) まちづくり重点地区の建築物及び工作物に関すること。 

(４) まちづくり重点地区の景観及びまち並みの意匠等及びこれらの保全に関する

こと。 

(５) まちづくり重点地区の緑地等の保全及び緑化に関すること。 

(６) まちづくり重点地区の防災及び防犯に関すること。 

(７) その他まちづくり重点地区のまちづくりの推進に関する必要な事項で市長が

認めた事項 

２ 協議会は、まちづくり重点計画の案を作成するときは、説明会を開催し、当該地

区の市民との意見交換を行わなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による提案を受けたときは、まちづくり重点計画の案の公

表をし、公表の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

４ 市民は、前項の縦覧の期間満了までに、規則で定めるところにより、まちづくり

重点計画の案に対する申出書を市長に提出することができる。 

５ 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、速やかに当該申出書の写しを当該

まちづくり重点計画の案を提案した協議会の代表者に送付しなければならない。 

６ 協議会の代表者は、前項の規定による申出書の写しの送付を受けたときは、規則

で定めるところにより、回答書を市長に提出しなければならない。 

７ 市長は、前項の回答書の提出を受けたときは、第４項の申出書とともに公表をし、

公表の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

８ 市民又は協議会の代表者は、前項の縦覧の期間満了までに、規則で定めるところ

により、市長に公聴会の開催を申し出ることができる。 

９ 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、公聴会を開催しなければならな

い。 
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（まちづくり重点計画の認定） 

第１０条 協議会は、前条の規定による手続の後、規則で定めるところにより申請書

を市長に提出し、まちづくり重点計画の認定を求めるものとする。 

２ 市長は、海老名市都市計画審議会の意見を聴いて、前項の認定の適否について判

断しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により認定するものと判断をしたときは、協議会の代表者に

その旨を通知し、認定の判断及び判断をしたまちづくり重点計画の公表をしなけれ

ばならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（まちづくり重点計画の変更） 

第１１条 協議会は、まちづくり重点計画を変更するときは、規則で定めるところに

より市長に申請し、認定を受けなければならない。 

２ 前項の規定による認定の手続は、第９条の規定を準用する。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（まちづくり重点計画の取扱い） 

第１２条 市長は、まちづくり重点計画を尊重し、その実現のために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

２ 市民は、まちづくり重点計画を尊重し、その実現のため協力するよう努めなけれ

ばならない。 

３ 事業者は、まちづくり重点計画を尊重し、その計画に適合するよう開発事業を行

わなければならない。 

第２節 まちづくり市民活動計画 

（市民活動グループ） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するまちづくりに関する自主的活動を

行うことを目的とした団体を市民活動グループとして認定することができる。 

(１) ルール型市民活動グループ 地区の自主的なルールによりおおむね１，００

０平方メートル以上の面積の地区で活動するグループをいう。 
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(２) 保全型市民活動グループ 地区の自治や緑地保全などの活動をおおむね１，

０００平方メートル以上の面積の地区で活動するグループをいう。 

(３) 施設管理型市民活動グループ 公共性の高い特定の施設を管理する活動を定

めることを目的に活動するグループをいう。 

２ 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところに

より市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による認定をしたときは、認定した内容の公表をするとと

もに、市民活動グループの代表者に通知しなければならない。 

４ 市民は、市民活動グループを設立することを目的として、代表者を定め準備会を

設立し、規則で定めるところにより、市長に対して市民活動グループの設立に向け

た支援を行うよう申し出ることができる。 

５ 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、必要に応じ技術的な支援を行う

ものとする。 

６ 市民活動グループ又は第４項の準備会を解散するときは、書面により市長に申し

出なければならない。 

７ 市長は、前項の規定による申出があったときは、その旨の公表をしなければなら

ない。 

８ 市長は、第１項の規定による認定を受けた市民活動グループがした第２項の規定

による申請に虚偽があると認められるとき又はその内容がこの条例の目的から逸脱

していると認められるときは、当該市民活動グループの認定を取り消すことができ

る。この場合において、市長は、その旨の公表をするとともに、市民活動グループ

の代表者に認定を取り消すことを通知しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（まちづくり市民活動計画の案の作成） 

第１４条 前条第１項の市民活動グループは、規則で定めるところにより、次の各号

に掲げるいずれかのまちづくり市民活動計画の案を作成し、市長に提案するものと

する。 
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(１) ルール型市民活動計画 ルール型市民活動グループが、土地利用の用途、建

築物並びに垣、塀等工作物を対象とした景観その他土地利用の用途に関する事項

を定めた計画 

(２) 保全型市民活動計画 保全型市民活動グループが、まちの自治活動、防災及

び防犯、緑化及び緑地保全その他居住及び環境の保全に関する事項を定めた計画 

(３) 施設管理型市民活動計画 施設管理型市民活動グループが、公共性の高い特

定の施設を管理及び活用その他施設の保全に関する事項を定めた計画 

２ 市民活動グループは、前項第１号又は第２号に規定する計画の案を作成するとき

は当該地区内の市民を対象に、同項第３号の計画の案を作成するときは当該施設の

管理者の了解を得た上で、施設の利用者を対象に、説明会等により十分な説明をし

なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による提案を受けたときは、まちづくり市民活動計画の案

の公表をし、公表の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

４ 市民は、前項の縦覧の期間満了までに、規則で定めるところにより、まちづくり

市民活動計画の案に対する申出書を市長に提出することができる。 

５ 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、速やかに当該申出書の写しを当該

まちづくり市民活動計画の案を提案した市民活動グループの代表者に送付しなけれ

ばならない。 

６ 市民活動グループの代表者は、前項の規定による申出書の写しの送付を受けたと

きは、規則で定めるところにより、回答書を市長に提出しなければならない。 

７ 市長は、前項の回答書の提出を受けたときは、第４項の申出書とともに公表をし、

公表の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（まちづくり市民活動計画の認定） 

第１５条 市民活動グループは、前条の規定による手続の後、規則で定めるところに

より申請書を市長に提出し、まちづくり市民活動計画の認定を求めるものとする。 

２ 市長は、必要に応じ市民活動グループの代表者に指導又は助言を行うことができ
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る。 

３ 市長は、第１項の規定による申請を認定しようとするときは、規則で定める認定

基準により判断するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により認定するものと判断したときは、市民活動グループの

代表者にその旨を通知し、認定の判断及び判断したまちづくり市民活動計画の公表

をしなければならない。 

（まちづくり市民活動計画の変更） 

第１６条 市民活動グループは、まちづくり市民活動計画を変更するときは、規則で

定めるところにより市長に申請し、認定を受けなければならない。 

２ 前項の規定による認定の手続は、第１４条の規定を準用する。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（まちづくり市民活動計画の取扱い） 

第１７条 市長は、まちづくり市民活動計画を尊重し、その実現のために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市民は、まちづくり市民活動計画を尊重し、その実現のため協力するよう努めな

ければならない。 

３ 事業者は、まちづくり市民活動計画を尊重し、その計画に適合するよう開発事業

を行わなければならない。 

第３節 提案型地区計画制度 

（地区計画等の素案） 

第１８条 法第１６条第２項の規定による地区計画等の案の作成の手続及び同条第３

項に規定する地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法とその決定又は

変更を申し出る方法は、この節に定めるところによる。 

２ 地区計画等の素案は、地区計画等の案の内容となるべき事項で規則で定める者（以

下「地区計画等提案者」という。）が作成し、市長に提案することができる。 

３ 前項の規定による提案の要件は、提案できる面積は３，０００平方メートル以上

の一団の土地で、原則として道路、河川、水路、鉄道等の明確な地形地物で囲まれ
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ていることとする。 

４ 地区計画等提案者は、第２項の地区計画等の素案を作成し、規則で定める提案書

を市長に提出し、事前の協議を行わなければならない。 

５ 市長は、前項の協議を受け付けたときは、規則で定める事前協議の基準により素

案の適合性を判断し、その旨を地区計画提案者に回答しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（提案者による地区計画等の原案） 

第１９条 地区計画等提案者は、前条第５項の規定による回答を受けた後、地区計画

等の原案を作成し、規則で定める原案書を市長に提出しなければならない。 

２ 地区計画等提案者は、前項の地区計画等の原案の作成に当たり、当該地区内の市

民を対象に説明会を開催し、十分な意見交換を行わなければならない。 

３ 市長は、第１項の原案書の提出を受けたときは、地区計画等の原案の公表をし、

公表の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

４ 市民は、前項の縦覧の期間満了までに地区計画等の原案に対し規則で定める申出

書を市長に提出することができる。 

５ 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、速やかに当該申出書の写しを地区

計画等提案者に送付しなければならない。 

６ 地区計画等提案者は、前項の申出書の写しの送付を受けたときは、速やかに当該

申出書に対する規則で定める回答書を市長に提出しなければならない。 

７ 市長は、前項の回答書の提出を受けたときは、第４項の申出書とともに公表をし、

公表の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

８ 市民又は地区計画等提案者は、前項の縦覧の期間満了までに、規則で定めるとこ

ろにより、市長に公聴会の開催を申し出ることができる。 

９ 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、公聴会を開催しなければならな

い。 

１０ 市長は、第１項の原案書について前項の公聴会の結果及び海老名市都市計画審

議会の意見を聴いて適否の判断をしなければならない。 
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１１ 市長は、前項の判断をしたときは、地区計画等提案者にその旨を通知し、判断

及び判断をした地区計画等の原案の公表をしなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（地区計画等の原案の再提案） 

第２０条 地区計画等提案者は、前条第１０項の規定による判断に不服があるときは、

同条第１１項の公表の日から３週間以内に、市長に対して地区計画等の原案を再提

案することができる。 

２ 市長は、前項の再提案を受けたときは、地区計画等の原案の公表をし、公表の翌

日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

３ 市民は、前項の縦覧の期間満了までに再提案された地区計画等の原案に対し規則

で定める申出書を市長に提出することができる。 

４ 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、速やかに当該申出書の写しを地区

計画等提案者に送付しなければならない。 

５ 地区計画等提案者は、前項の申出書の写しの送付を受けたときは、速やかに当該

申出書に対する規則で定める回答書を市長に提出しなければならない。 

６ 市長は、前項の回答書を受けたときは、第３項の申出書とともに公表をし、公表

の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

７ 市長は、前項の規定による縦覧の後、再提案された地区計画等の原案に対し海老

名市都市計画審議会の意見を聴いて、地区計画等の適否又は変更の必要について判

断をしなければならない。 

８ 市長は、前項の判断をしたときは、地区計画等提案者にその旨を通知し、判断及

び地区計画等の原案の公表をしなければならない。 

（地区計画等の市の原案） 

第２１条 市長は、第１９条第１０項及び前条第７項の規定により地区計画等の原案

を適していると判断をしたときは、地区計画等の市の原案を作成するものとする。 

２ 市長は、前項の原案を作成するときは、海老名市地区計画等の案の作成手続に関

する条例（昭和６１年条例第３８号）により行うものとする。 
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（令和５条例２８・一部改正） 

第４節 都市計画の決定又は変更の提案制度 

（都市計画の決定等の提案） 

第２２条 法第２１条の２から法第２１条の３までの規定による都市計画の決定又は

変更（以下「都市計画の決定等」という。）の提案を申し出る方法は、この節に定

めるところによる。 

２ 都市計画の決定等の素案の提案は、規則で定める者（以下「都市計画の決定等提

案者」という。）が作成し、市長に提案することができる。 

３ 前項の提案の要件は、次のとおりとする。 

(１) 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「令」という。）第１

５条の規定により条例で定める規模は、３，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満とし、一団の土地で、原則として道路、河川、水路、鉄道等の

明確な地形地物で囲まれていること。 

(２) まちづくり重点計画及びまちづくり市民活動計画によるときは、提案する地

区の過半がそれぞれの計画にかかっていること。 

(３) 提案に係る土地の所有権を含む第三者に対抗できる権利を有する者の３分の

２以上の同意かつ、同意した者の面積が全体の３分の２以上であること。 

４ 都市計画の決定等提案者は、第２項の都市計画の決定等の素案を作成したときは

速やかに規則で定める提案書を市長に提出し、事前の協議を行うものとする。 

５ 市長は、前項の協議を受け付けたときは、規則で定める事前協議の基準により素

案の適合性を判断し、その旨を都市計画の決定等提案者に回答しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（準用） 

第２３条 第１９条から第２１条までの規定は、都市計画の決定等の原案の提案、都

市計画の決定等の原案の再提案及び都市計画の決定等の市の原案に係る規定につい

て準用する。この場合において、これらの規定中「地区計画等」とあるのは「都市

計画の決定等」と、「地区計画等提案者」とあるのは「都市計画の決定等提案者」
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と、「地区計画等の原案」とあるのは「都市計画の決定等の原案」と、「地区計画

等の市の原案」とあるのは「都市計画の決定等の市の原案」と読み替えるものとす

る。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第５節 まちづくりに対する支援 

（まちづくりに対する支援） 

第２４条 市長は、第８条第１項の規定により認定された協議会及び同条第６項に規

定する準備会に対し、技術的指導、情報の提供、職員の派遣、活動費の助成その他

必要な支援を行うことができる。 

２ 市長は、第１３条第１項の規定により認定された市民活動グループ及び同条第４

項に規定する準備会に対し、技術的指導、情報の提供、職員の派遣その他必要な支

援を行うことができる。 

３ 市長は、地区計画等提案者及び都市計画の決定等提案者に対し、技術的指導、情

報の提供その他必要な支援を行うものとする。 

第３章 市の発意によるまちづくり 

（まちづくり重点地区の決定） 

第２５条 市長は、第８条第２項各号に掲げる地区において、市が主体となって当該

地区の課題に緊急的かつ重点的に取り組む必要があるときは、当該地区をまちづく

り重点地区と定めることができる。 

２ 市長は、前項のまちづくり重点地区を定めるときは、当該地区の市民に対し決定

の目的及び経過を十分に周知しなければならない。 

（市のまちづくり重点計画の案の作成） 

第２６条 市長は、まちづくり重点地区を定めたときは、市街地整備に関する事項そ

の他まちづくりの推進に必要な事項について、まちづくり重点計画の案を策定する

ものとする。 

２ 市長は、前項のまちづくり重点計画の案を策定したときは、当該地区の市民に対

し説明会を開催して十分な意見交換を行い、市民の意見を計画に反映するよう努め
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なければならない。 

３ 市長は、第１項のまちづくり重点計画の案を策定したときは、当該案の公表をし、

公表の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

４ 市民は、前項の縦覧の期間満了までに、まちづくり重点計画の案に対し、規則で

定める申出書を市長に提出することができる。 

５ 市長は、前項の申出書の提出を受けたときは、速やかに規則で定める回答書を作

成し、申出書を提出した市民に送付するとともに、前項の申出書及び回答書の公表

をし、公表の翌日から３週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

６ 市民は、前項の縦覧の期間満了までに、規則で定めるところにより、市長に公聴

会の開催を申し出ることができる。 

７ 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、公聴会を開催しなければならな

い。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（市のまちづくり重点計画の策定） 

第２７条 市長は、前条の規定による手続の後、海老名市都市計画審議会の意見を聴

いて、まちづくり重点計画を策定しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により策定したまちづくり重点計画の公表をしなければなら

ない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第４章 地域へ配慮するまちづくり 

第１節 開発事業による地域とまちづくりへの配慮 

（地域への配慮） 

第２８条 事業者は、開発事業を行うに当たり、既存の良好な住環境、景観及び自然

環境の保全及び形成に努めなければならない。 

（まちづくりへの配慮） 

第２９条 事業者が行う開発事業は、法第８条第１項第１号に規定する用途地域に基

づき、法第９条で規定されているそれぞれの用途の目的に応じた土地利用に努めな
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ければならない。 

２ 事業者は、法第１０条の２第１項第２号の土地区画整理促進区域内で開発事業を

行うときは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

（昭和５０年法律第６７号）の目的に鑑み、住宅地の供給と良好な住宅街区の整備

をしなければならない。 

３ 事業者は、第７条に規定するまちづくりの計画並びに第４章第２節から同章第９

節までに規定する手続、基準等に従い開発事業を行わなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発事業に伴う地区計画及び建築協定） 

第３０条 事業者は、別表第１の１１の項のうち事業区域の面積が５，０００平方メ

ートル以上となる開発事業を行うときは、法第１２条の４第１項第１号の地区計画

又は建築基準法第６９条の建築協定（以下「開発事業に伴う地区計画等」という。）

で規則で定める内容の案を作成し市長に提出するよう努めなければならない。 

２ 市長は、事業者が前項に規定する案を作成するときは、技術的支援を行うものと

する。 

３ 市長及び事業者は、第１項に規定する案の提出を踏まえ協議を行い、双方が協力

して開発事業に伴う地区計画等を定めるよう、関係する機関との手続を進めなけれ

ばならない。 

４ 事業者は、前項の手続により定めた開発事業に伴う地区計画等を、当該宅地開発

事業により居住又は土地若しくは建築物の所有が予定されている者にその内容を十

分に周知しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第２節 大規模土地取引行為の届出等 

（大規模土地取引行為の届出等） 

第３１条 ５，０００平方メートル以上の土地に関する所有権の移転（対価が伴う契

約によるものに限る。）を行おうとする者は、その契約を締結する日の３月前まで

に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 



17/43 

（市との協議） 

第３２条 市長は、前条の規定による届出があったときは、第７条に規定するまちづ

くりの計画と照らし合わせ、契約当事者に対して土地利用に関する協議を求めるこ

とができる。 

２ 市長は、前項の協議に際して必要に応じて海老名市都市計画審議会の意見を聴く

ものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第３節 特定開発事業の構想届等 

（特定開発事業構想届） 

第３３条 事業者は、別表第１に規定する特定開発事業（以下「特定開発事業」とい

う。）に該当する建築物の建築又は工作物の築造を構想するときは、第３６条に規

定する開発基本計画書を提出しようとする３月前までに、規則で定める特定開発事

業構想届（以下「構想届」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による構想届の提出を受けたときは、構想届の内容について

公表をし、規則で定める特定開発事業による影響事項をあらかじめ海老名市都市計

画審議会の意見を聴いて判断するものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（特定開発事業の通知書） 

第３４条 市長は、前条第２項の規定による判断を事業者へ通知するとともに、必要

に応じ事業者に対する指導又は助言を行うものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（特定開発事業の建築等抑制区域） 

第３５条 市長は、別表第２に掲げる区域（以下「建築等抑制区域」という。）にお

いて、別表第１の５の項及び６の項の事業に係る構想届が提出されたときは、前条

の規定による通知により事業の見直しを求めるものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第４節 特定開発事業と大規模開発事業の開発基本計画書の手続等 
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（特定開発事業と大規模開発事業の開発基本計画書） 

第３６条 事業者は、特定開発事業及び別表第１に規定する大規模開発事業（以下「大

規模開発事業」という。）を行おうとするときは、規則で定める計画書（以下「開

発基本計画書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による提出は、特定開発事業においては、第３４条の規定による通知

を受けた後でなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（特定開発事業と大規模開発事業の開発基本計画書の周知） 

第３７条 市長は、前条第１項の規定による提出を受けたときは、開発基本計画書の

内容について、公表をするものとする。 

２ 事業者は、前条第１項の開発基本計画書を提出したときは、当該計画書を提出し

た日から７日以内に事業区域の見やすい場所に、規則で定めるところにより、標識

を設置しなければならない。 

３ 事業者は、前項の標識を設置したときは、規則で定めるところにより、市長にそ

の旨の届出をしなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発基本計画書の説明会） 

第３８条 事業者は、前条第２項の標識を設置したときは、当該設置の日から３０日

以内に、規則で定めるところにより、周辺住民及び関係者（以下「周辺住民等」と

いう。）を対象とする開発基本計画書についての説明会を開催しなければならない。 

２ 事業者は、前項の説明会を開催したときは、説明会開催の日から７日以内に、規

則で定めるところにより市長に報告をしなければならない。 

３ 市長は、前項の報告を受けたときは、報告を受けた日の翌日から第４３条の開発

事業事前協議書の提出までの間、当該説明会の報告内容を公衆の縦覧に供しなけれ

ばならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発基本計画書の意見書及び見解書） 
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第３９条 周辺住民等は、前条第１項の説明会の開催の日から７日以内に、規則で定

めるところにより、開発基本計画書に対する意見書を市長に提出することができる。 

２ 市長は、前項の意見書の提出を受けたときは、速やかにその写しを事業者に送付

しなければならない。 

３ 事業者は、第１項の意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定めるところに

より、速やかに当該意見書に対する見解書を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の見解書の提出を受けたときは、提出を受けた日の翌日から第４３

条の開発事業事前協議書の提出までの間、当該見解書及び第１項の意見書を公衆の

縦覧に供しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発基本計画書に対する指導又は助言） 

第４０条 市長は、開発基本計画書、前条第１項の意見書及び同条第３項の見解書を

もって、第７条に規定するまちづくりの計画に照らし合わせ、書面により事業者に

対する指導又は助言を行うことができるものとする。 

２ 市長は、前項の指導又は助言を行うときは、事前に海老名市都市計画審議会に意

見を聴かなければならない。 

３ 市長は、第１項の指導又は助言を行ったときは、当該指導又は助言を行った日の

翌日から第４３条の開発事業事前協議書の提出までの間、当該指導又は助言の内容

を公衆の縦覧に供しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第５節 通常の開発事業の開発基本計画書の手続等 

（通常の開発事業の開発基本計画書） 

第４１条 事業者は、別表第１に規定する通常の開発事業（以下「通常の開発事業」

という。）を行おうとするときは、開発基本計画書を市長に提出しなければならな

い。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（通常の開発事業の開発基本計画書の周知） 
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第４２条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、開発基本計画書の内容に

ついて、公表をするものとする。 

２ 事業者は、前条の開発基本計画書を提出したときは、当該提出日から７日以内に

事業区域の見やすい場所に、規則で定めるところにより、標識を設置しなければな

らない。 

３ 事業者は、前項の標識を設置したときは、規則で定めるところにより、市長にそ

の旨の届出をしなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第６節 開発事業事前協議書の手続等 

（開発事業事前協議書） 

第４３条 事業者は、特定開発事業及び大規模開発事業を行おうとするときは第４節

に規定する手続の後、通常の開発事業を行おうとするときは前節に規定する手続の

後、規則で定めるところにより開発事業事前協議書を市長に提出するものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発事業事前協議書の周知） 

第４４条 市長は、前条の開発事業事前協議書の提出を受けたときは、開発事業事前

協議書の内容について、公表をするものとする。 

２ 事業者は、前条の開発事業事前協議書を提出したときは、当該協議書を提出した

日から７日以内に事業区域の見やすい場所に、規則で定めるところにより標識を設

置しなければならない。 

３ 事業者は、前項の標識を設置したときは、規則で定めるところにより、市長にそ

の旨の届出をしなければならない。 

（開発事業事前協議書の説明会） 

第４５条 事業者は、前条第２項の標識を設置したときは、当該設置の日から３０日

以内に、周辺住民等を対象とする開発事業事前協議書についての説明会を開催しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、通常の開発事業を行おうとする場合において、周辺住
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民等に対し、同項の説明会に代わり十分な周知ができるときは、市長と協議し、当

該説明会を開催しないことができる。 

３ 事業者は、第１項の説明会を開催したときは説明会開催の日から７日以内に、説

明会に代わる周知をしたときは周知終了の日から７日以内に、規則で定めるところ

により市長に報告をしなければならない。 

４ 市長は、前項の報告を受けたときは、当該報告を受けた日の翌日から当該開発事

業による開発事前協議が終了するまでの間、当該説明会の報告内容を公衆の縦覧に

供しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発事業事前協議書の意見書及び見解書） 

第４６条 周辺住民等は、前条第１項の説明会の開催の日から７日以内に、規則で定

めるところにより、開発事業事前協議書に対する意見書を市長に提出することがで

きる。 

２ 市長は、前項の意見書の提出を受けたときは、速やかにその写しを事業者に送付

しなければならない。 

３ 事業者は、前項の意見書の写しの送付を受けたときは、規則で定めるところによ

り、当該意見書に対する見解書を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の見解書の提出を受けたときは、提出を受けた日の翌日から当該開

発事業による開発事前協議が終了するまでの間、当該見解書及び第１項の意見書を

公衆の縦覧に供しなければならない。 

（開発事業事前協議書の再説明会） 

第４７条 周辺住民等は、第４５条第１項の説明会の内容に疑義等があるときは、疑

義事項等を明らかにして、当該説明会の日から起算して７日以内に再度の説明会（以

下「再説明会」という。）の開催を事業者に請求できるものとする。 

２ 事業者は、前項の再説明会の開催の請求を受けたときは、請求を受けた日から３

０日以内に、規則で定めるところにより、周辺住民等を対象にした再説明会を開催

しなければならない。 
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３ 事業者は、前項の規定による再説明会の開催をしたときは、規則で定めるところ

により再説明会の開催の日から７日以内に、市長に報告をしなければならない。 

４ 市長は、前項の報告を受けたときは、報告を受けた日の翌日から開発事業による

開発事前協議が終了するまでの間、再説明会の報告内容を公衆の縦覧に供しなけれ

ばならない。 

（開発事業事前協議書の再意見書及び再見解書） 

第４８条 周辺住民等は、前条第１項に規定する再説明会の開催の日から７日以内に、

規則で定めるところにより、当該開発事業事前協議書に対する再度の意見書（以下

「再意見書」という。）を市長に提出することができる。 

２ 市長は、前項の再意見書の提出を受けたときは、速やかにその写しを事業者に送

付しなければならない。 

３ 事業者は、前項の規定による再意見書の写しの送付を受けたときは規則で定める

ところにより、当該再意見書に対する見解書（以下「再見解書」という。）を市長

に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の再見解書の提出を受けたときは、提出を受けた日の翌日から当該

開発事業による開発事前協議が終了するまでの間、当該再見解書及び第１項の再意

見書を公衆の縦覧に供しなければならない。 

（開発事業事前協議書に対する指導又は助言） 

第４９条 周辺住民等又は事業者は、開発事業事前協議書に対する指導又は助言を受

けたいときは、第４６条第４項又は前条第４項の縦覧を開始した日から起算して１

４日以内に規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該開発事業事前協議書の内容

と第７条の規定によるまちづくりの計画との整合を照らし合わせて、周辺住民等又

は事業者に対し指導又は助言を行うものとする。 

３ 市長は、前項の指導又は助言を行うときは、事前に海老名市都市計画審議会に意

見を聴くことができる。 

４ 市長は、第２項の指導又は助言を行ったときは、当該指導又は助言を行った日の
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翌日から当該開発事業による開発事業事前協議が終了するまでの間、当該内容を公

衆の縦覧に供しなければならない。 

５ 周辺住民等又は事業者は、第２項の指導又は助言を受けたときは、当該内容を尊

重しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（事前協議実施通知書） 

第５０条 市長は、第４３条から前条までに規定する手続の後、協議の開始を規則で

定める事前協議実施通知書により事業者に通知するものとする。 

２ 事業者は、前項の事前協議実施通知書の通知を受けたときは、市長と協議しなけ

ればならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（事前協議の報告） 

第５１条 事業者は、前条第２項に規定する協議について、規則で定めるところによ

り市長に報告しなければならない。 

（技術基準等の審査） 

第５２条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容及び開発

事業事前協議書について、次節及び第８節の基準に基づき審査するものとする。 

（通知書の送付） 

第５３条 市長は、前条の規定による審査の結果について、規則で定める開発事業適

合（修正）通知書を事業者に送付するものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（協議締結） 

第５４条 市長及び事業者は、第５２条の審査の結果のほか必要があると認める事項

について、その内容を同意及び協議書に記載し、協議の締結をすることができる。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発事業を変更する場合の手続） 

第５５条 事業者は、第４３条の開発事業事前協議書の提出をしたときから第５３条
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の開発事業適合（修正）通知書が送付されるまでの間に開発事業の計画を変更しよ

うとするときは、規則で定めるところにより開発事業変更事前協議書を市長に提出

しなければならない。 

２ 事業者は、前項の協議書の提出をした後、第５０条第２項の規定による協議及び

第５１条の規定による報告を行い、第５２条の規定による審査を受けるものとする。 

３ 市長は、前項の審査の結果について、開発事業適合（修正）通知書により事業者

に通知する。 

４ 事業者は、第５３条の通知書の送付後に開発事業の計画を変更しようとするとき

は、変更に該当する工事に着手する前までに第１項の開発事業変更事前協議書を市

長に提出し、第５０条第２項から前条までの手続を再び行わなければならない。 

５ 事業者は、第１項又は前項に規定する開発事業の計画を変更しようとするときは、

速やかに第４４条第２項の標識に記載された事項を変更しなければならない。 

６ 事業者は、第１項又は第４項の開発事業変更事前協議書を提出したときは、当該

開発事業の変更内容について、第４５条第１項の説明会又は同条第２項の規定によ

る説明会に代わる周知と同様に、速やかに周辺住民等への周知を行い意見を聴くと

ともに、その結果を書面により市長に報告しなければならない。ただし、当該開発

事業の変更内容が、周辺住民等へ直接関わることがないなど市長が軽微と認めると

きは、その限りではない。 

７ 前項の規定による手続は、第４５条第３項の規定を準用するとともに、市長は当

該開発事業が完了するまでの間、事業者からの報告を公衆の縦覧に供する。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発事業の廃止） 

第５６条 事業者は、開発事業を廃止したときは、規則で定めるところにより市長に

届け出なければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（工事着手の制限） 

第５７条 事業者は、第５４条の規定による協議締結の日以降でなければ、開発事業
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に関する工事に着手してはならない。 

（工事の着手と中断） 

第５８条 事業者は、開発事業に係る工事に着手又は再開するときは、規則で定める

ところにより、工事着手届を市長に提出しなければならない。 

２ 事業者は、前項の工事着手届を市長に提出した後、工事を１５日以上中断すると

きは、速やかに安全上の措置を講じ規則で定めるところにより工事中断届を市長に

提出しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（工事の施工等） 

第５９条 事業者は、第４５条第１項又は第２項及び第４７条第２項の規定により行

った周辺住民等への説明内容を遵守し、安全な市民生活に支障を来すことがないよ

う工事を施工しなければならない。 

２ 事業者は、工事による車両が通学路の指定を受けた道路を通行するときは、十分

な安全対策を行わなければならない。 

３ 市長は、事業者が施工する工事について安全な市民生活に支障があると認められ

るときは、必要に応じて指導を行うものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（工事の完了検査等） 

第６０条 事業者は、開発事業に関する工事が完了したときは、規則で定めるところ

により工事完了届を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の工事完了届の提出を受けたときは、速やかに完了検査を行わなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項の完了検査において、当該工事が第５４条の規定により締結した協

議の内容と適合していると認めるときは規則で定める完了検査終了通知書を、適合

していないと認めるときは是正すべき内容を記載した規則で定める是正通知書を事

業者に送付しなければならない。 

４ 事業者は、前項の是正通知書の送付を受けたときは、速やかに第５４条の規定に
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より締結した協議の内容に適合するための措置を図り、再び第１項の完了検査を受

けなければならない。 

５ 事業者は、第３項の規定による完了検査終了通知書の送付を受けた日以後でなけ

れば、当該開発事業により建築される建築物、設置される施設の使用を開始しては

ならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（公共施設及び公益施設の管理及び帰属） 

第６１条 開発事業に係る公共施設及び公益施設は、完了検査終了通知書を送付した

日（法第２９条に規定する許可を要する開発事業にあっては、法第３６条第３項に

規定する公告の日とする。）の翌日から市に帰属するものとする。ただし、法律に

定めのあるもの又は第５４条の規定により締結した協議により別に定めのあるもの

については、この限りでない。 

２ 前項の規定による帰属の手続は、規則で定めるものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第７節 開発事業の基準 

（開発事業の基準） 

第６２条 この節の規定は、別表第１に規定する全ての開発事業について適用する。 

２ 事業者は、この節に定める開発事業の基準及び第９節に定める公共施設等の整備

促進に関する基準に従い、開発事業を行わなければならない。 

３ 地区計画、建築協定、第１０条の規定により認定したまちづくり重点計画、第１

５条の規定により認定したまちづくり市民活動計画又は第２７条の規定により決定

したまちづくり重点計画において、前項の規定による開発事業の基準と異なる内容

が定められているときは、当該計画等で定められている基準を開発事業の基準とみ

なす。 

（公共施設、公益施設等の整備基準等） 

第６３条 事業者は、開発事業を行うときは、第９節に定める公共施設等の整備促進

に関する基準のほか、別表第３に定める整備基準に従わなければならない。 
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２ 事業者は、市長から公共施設、公益施設等の負担について協議を求められたとき

は、これに応じなければならない。 

（災害の防止） 

第６４条 事業者は、事業区域及び事業区域に隣接する区域における地形、土質、地

下水及び過去の災害に関して、事前の調査を行うとともに、必要に応じてがけ崩れ、

土石流、異常出水、区域の浸水、地盤の沈下等の開発事業による災害を防止するた

めの措置を講じなければならない。 

（公害の防止） 

第６５条 事業者は、開発事業に伴い生じる騒音、振動、大気の汚染その他の公害に

ついて、法令に基づき市民生活に影響が生じないよう適切な措置を講じなければな

らない。 

（電波障害の防止） 

第６６条 事業者は、開発事業により電波障害を生じる恐れがあるときは、工事の着

手前と完了後に電波障害に関する調査を行うとともに、電波障害が生じたときは適

切な措置を講じなければならない。 

第８節 都市計画法に定める開発許可の基準 

（都市計画法に定める開発許可の基準） 

第６７条 この節の規定は、法第２９条の規定による開発許可に係る開発行為につい

て、法第３３条第３項の規定による技術的細目において定められた制限の強化又は

緩和に関する基準及び同条第４項の規定による法第４条第１３号に規定する開発区

域（以下「開発区域」という。）内において予定される建築物の敷地面積の最低限

度に関する制限について必要な事項を定める。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（道路の幅員） 

第６８条 令第２９条の２第１項第２号の規定により開発区域内に新たに配置すべき

道路の幅員は、次のとおりとする。 

(１) 住宅の建築を目的とした開発行為の場合、開発区域内の道路の幅員は、６メ



28/43 

ートル以上とする。 

(２) 前号の規定にかかわらず、共同住宅の建築を目的とした開発行為であって、

開発区域の面積が５，０００平方メートル以上の場合における開発区域内の道路

の幅員は、９メートル以上とする。 

(３) 小売店の用途（統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する

統計基準である日本標準産業分類（以下「日本標準産業分類」という。）に掲げ

る大分類I卸売業、小売業に関わる店の用途をいう。）を目的とした開発行為であ

って、開発区域の面積が１，０００平方メートル以上の場合における開発区域内

の道路の幅員は、１０メートル以上とする。 

(４) 工業の用途（日本標準産業分類に掲げる大分類C鉱業、採石業、砂利採取業、

大分類E製造業、大分類F電気・ガス・熱供給・水道業及び大分類H運輸業、郵便業

に関わる用途をいう。）を目的とした開発行為の場合、開発区域内の道路の幅員

は、９メートル以上とする。 

２ 前項の規定のほか、令第２５条第２号に規定する小区間で通行上支障がない場合

の道路の幅員は、次のとおりとする。 

(１) 道路の延長が７０メートル以下のときは４．５メートル以上とする。 

(２) 道路の延長が７０メートルを超え１００メートル以下のときは５メートル以

上とする。 

３ 令第２９条の２第１項第２号の規定により新たに設置される開発区域内の道路は、

通り抜けできる道路としなければならない。ただし、当該道路が他の道路との接続

が予定されているとき又は次のいずれかに該当するときはこの限りではない。 

(１) 道路の延長が３５メートル以下のとき 

(２) 道路の延長が３５メートルを超えるときで終端及び適当な区間ごとに自動車

の転回広場が設けられているとき 

４ 前項の規定による道路の延長は、接続する道路が行き止まり道路に限り、接続す

る行き止まり道路の延長を含めたものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 
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（公園等の基準） 

第６９条 令第２９条の２第１項第５号及び第６号並びに第２項第３号の規定により

設置すべき公園、緑地及び広場（以下「公園等」という。）の規模は次のとおりと

し、１か所当たりの公園等の面積の最低限度は１８０平方メートルとする。ただし、

開発区域の面積が５ヘクタール以上となる場合は１か所３００平方メートル以上の

公園等を、２０ヘクタール以上は１か所１，０００平方メートル以上の公園等とす

る。 

(１) 主に住宅の建築を目的とした開発行為で開発区域の面積が３，０００平方メ

ートル以上のときは開発区域の面積の６パーセント以上とする。 

(２) その他の用途の開発行為で開発区域の面積が６，０００平方メートル以上の

ときは開発区域の面積の３パーセント以上とする。 

２ 前項第１号の場合については、設置すべきものを公園とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、公園等の設

置を免除することができる。 

(１) 当該開発区域の面積が１ヘクタール未満で、予定建築物が住宅の場合におい

ては、法で定められた公園（都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第

２条第１項第１号から第３号までに定める公園）から２５０メートルの圏域に当

該開発区域が内包される場合。ただし、当該開発区域と法で定められた公園との

間に高速道路、河川及び鉄道その他利用者の通行を分断するものがある場合を除

く。 

(２) 当該開発区域の面積が１ヘクタール未満で、予定建築物が住宅以外の場合に

おいては、当該開発区域の面積の３パーセント以上の法で定められた公園（都市

公園法施行令第２条第１項及び第２項に定める公園）又は都市計画緑地から２５

０メートルの圏域に当該開発区域が内包される場合。ただし、当該開発区域と法

で定められた公園又は都市計画緑地との間に高速道路、河川及び鉄道その他利用

者の通行を分断するものがある場合を除く。 

(３) 当該開発区域が、土地区画整理事業又は開発行為の許可により面的な整備が
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施行された区域内であって、当該開発区域の面積に対し３パーセント以上の面積

で市が管理する公園がある場合。ただし、予定建築物が住宅の場合においては、

６パーセント以上の面積の公園とする。 

(４) 当該開発区域が、建築基準法第５９条の２第１項に規定する空地を当該開発

区域の面積に対し、３パーセント以上の面積で確保する場合。ただし、予定建築

物が住宅の場合においては、「３パーセント以上」とあるのは「６パーセント以

上」と読み替えるものとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度） 

第７０条 令第２９条の３の規定による建築物の敷地面積の最低限度は、予定建築物

が戸建住宅に限り、次のとおりとする。 

(１) 第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域では１２０平方メート

ル 

(２) その他の用途地域では１００平方メートル 

(３) 市街化調整区域では１５０平方メートル 

第９節 公共施設等の整備促進に関する基準 

（公共施設等の整備促進に関する基準） 

第７１条 この節の規定は、法第３２条に規定する開発許可を申請しようとする者が

行う公共施設管理者の同意及び協議並びに別表第１に規定する全ての開発事業につ

いて適用する。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（海老名市道とするべき道路） 

第７２条 第６８条に規定する道路のうち、海老名市道とするべき道路は、次のとお

りとする。ただし、土地の形態その他の状況によりやむを得ず行き止まり道路とな

る場合は、この限りでない。 

(１) 通り抜けができる道路 

(２) 行き止まり道路とするときは、道路の延長が２０メートル以上６０メートル
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以下、幅員が６メートル以上の道路 

（歩車道を分離すべき道路の幅員） 

第７３条 前条の道路のうち、道路の幅員が９メートル以上となるときは、歩車道を

分離しなければならない。ただし、９メートルに満たない場合であっても、歩行者

の安全を確保するために歩車道を分離する必要があるときは、市長との協議により

歩車道を分離するものとする。 

（事業区域内の行き止まり道路の基準） 

第７４条 第７２条第２号による行き止まり道路は、終端部に転回広場を設置するも

のとする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（道路計画に関する協力） 

第７５条 市長は、事業者及び事業区域の土地における権利を有するもの（以下「事

業者等」という。）に対して、市が道路計画を有している道路に事業区域がかかる

ときは、道路計画への協力を求めることができる。 

２ 事業者等は、前項に規定する協力を求められたときは、市長に対して、規則で定

めるところによる当該土地の買取を求めることができる。 

３ 市長は、前項に規定する土地の買取を求められたときは、買取の意思の有無又は

買取をする場合には買取予定の時期を事業者等に速やかに回答しなければならない。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（公園等整備協力金） 

第７６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園等整備協力金を求め

るものとする。 

(１) 主に住宅の建築を目的とした開発行為で開発区域の面積が３，０００平方メ

ートル未満のとき。 

(２) その他の用途の開発行為で開発区域の面積が６，０００平方メートル未満の

とき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公園等整備協
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力金を求めないものとする。 

(１) 開発区域の面積が５００平方メートル未満のとき。 

(２) 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とした開発行為のとき。 

(３) 第６９条第３項第１号、第２号及び第３号に規定されている場所で開発行為

を行うとき。 

(４) １８０平方メートル以上の公園等を設置し、市に寄附するとき。 

（公園等整備協力金の算定） 

第７７条 前条に規定する公園等整備協力金は、次式のほか規則で定めるものとする。

ただし、住宅を目的とする開発行為については、次式の「３パーセント」とあるの

は「６パーセント」と読み替えるものとする。 

公園等整備協力金＝開発区域面積の３パーセント×相続税路線価等 

（令和５条例２８・一部改正） 

（小中学校の受入れ協議） 

第７８条 市長は、１００戸以上の住宅の建築を目的とした開発事業が行われるとき

は、事業者に対して、小中学校の受入れについて、次の項目について協議を求める

ことができる。 

(１) 計画戸数に基づき想定される児童及び生徒の数 

(２) 児童及び生徒を受け入れることが想定される時期 

(３) その他市長が必要と認める事項 

（令和５条例２８・一部改正） 

（事業区域内等の建築物の敷地面積の最低限度） 

第７９条 事業区域内の建築物の敷地面積の最低限度は、第７０条の規定を準用する。 

２ 前項の規定は、開発事業以外の建築物の建築についても遵守するよう努めるもの

とする。 

（令和５条例２８・一部改正） 

第５章 雑則 

（適用除外） 
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第８０条 次の各号のいずれかに該当する事業について、前章の規定は適用しない。 

(１) 法に基づく都市計画事業 

(２) 前号の都市計画事業により公共施設の整備完了後に行う開発事業 

(３) 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）により行われる事業 

(４) 国、地方公共団体の他、これらに準ずる法人で規則で定めるものが行う開発

事業で、この条例に定める基準に基づき行われると市長が認めるもの 

(５) 災害のため必要な応急措置として行われる開発事業 

（地位の継承） 

第８１条 この条例に規定する開発事業の申請をした者の相続人その他一般承継人又

は当該申請をした者から当該開発区域の土地の所有権その他当該開発事業を施行す

る権原を取得した者は、被承継人が有していた当該申請に基づく地位を承継するも

のとする。 

２ 前項に規定する地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出

なければならない。 

（一団の土地における開発事業） 

第８２条 次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ一の開発事業とみなし、

この条例を適用する。 

(１) 同一敷地で一体として利用していた土地の一部又は全部において行う開発事

業であるとき。 

(２) 該当する土地の権利者が同一であった土地の一部又は全部において行う開発

事業であるとき。 

(３) 隣接した土地において、同一の土地の権利者又は事業者が、同時に又は継続

して２年以内に行う開発事業であるとき。 

(４) 隣接した土地において、異なる土地の権利者又は事業者が、同時に又は継続

して２年以内に行う開発事業であって、当該開発事業が一体として土地を利用し

ていると認められるとき。 

（工事の停止、中止等の勧告） 
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第８３条 市長は、開発事業において次の各号のいずれかに該当するときは、当該開

発事業の事業者に対し、工事の停止、中止その他必要な措置を講ずるよう勧告をす

ることができる。 

(１) 構想届の提出を行わず又は第３４条の規定による通知を受けずに工事に着手

したとき。 

(２) 開発基本計画書の提出又は第３７条第２項及び第３８条第１項の規定による

標識の設置を行わずに工事着手したとき。 

(３) 第４１条の開発基本計画書の提出又は第４２条第２項に規定する周知を行わ

ずに工事着手したとき。 

(４) 第４３条の開発事業事前協議書の提出又は第４４条第２項並びに第４５条第

１項及び第２項に規定する周知を行わずに工事着手したとき。 

(５) 第５４条の規定により締結した協議の内容と異なる工事に着手したとき。 

(６) 第５８条第１項の工事着手届を提出せずに工事に着手したとき。 

(７) 第５９条第１項及び第２項の規定を遵守せずに工事を施工しているとき。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（是正命令等） 

第８４条 市長は、前条の勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、当該事

業者に対し、工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期間を定めて、違反を是

正するための必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該事業者に対し、あら

かじめ、出頭を求めて意見の聴取を行わなければならない。ただし、当該事業者が

正当な理由がなく意見の聴取に応じないとき又は緊急その他やむを得ないときは、

この限りでない。 

（立入検査等） 

第８５条 市長は、この条例の施行について必要な限度において、関係する市職員を

事業区域区域内に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査させることができる。 

２ 前項の規定による検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人か
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ら請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 市長は、必要と認めるときは、開発事業の工事の内容等に関し、事業者、代理人

及び工事施工者から、必要な資料の提出及び報告を求めることができる。 

（令和５条例２８・一部改正） 

（公表） 

第８６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の氏名又は名称、違反の事実そ

の他必要な事項について、規則で定めるところにより、公表することができる。 

(１) 第８３条の勧告に従わない事業者 

(２) 第８４条第１項の規定による命令に従わない事業者 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者

に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

（委任） 

第８７条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第６章 罰則 

第８８条 第８４条第１項の規定による命令に違反した者は、５０，０００円以下の

過料に処する。 

第８９条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者ほか、その

法人又は人に対しても、同条の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に海老名市開発指導要綱（平成２９年告示第２０９号）に

よる事前協議の手続がなされた開発事業については、この条例の規定は、適用しな

い。 
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（海老名市環境保全条例の一部改正） 

３ 海老名市環境保全条例（昭和５０年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

第２５条を次のように改める。 

第２５条 削除 

附 則（平成３０年５月２３日条例第３１号） 

この条例は、平成３０年６月１５日から施行する。 

附 則（令和４年２月１５日条例第３号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２６日条例第２８号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第７４条及び別表第１大規模開発事業

の部１０の項の規定は、令和６年４月１日以後に第５４条に規定する協議の締結をす

るものについて適用する。 

別表第１（第２条、第３０条、第３３条、第３５条、第３６条、第４１条、第６２条、

第７１条関係） 

（平成３０条例３１・令和５条例２８・一部改正） 

開発事業の定義及び周知範囲 

開発事業区分 開発事業区分の定義 周知範囲 

特

定

開

発

事

業 

１ 大規模共

同住宅 

法第９条第１１項の準工業地域及び同条第

１２項の工業地域で建築する戸数が５０以

上の共同住宅 

５０メートル以内 

２ 大規模小

売店舗 

法第９条第１１項の準工業地域及び同条第

１２項の工業地域に建築し、大規模小売店舗

立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第

２項に規定する大規模小売店舗 

５０メートル以内 



37/43 

３ 鉄塔類 高さが１０メートル以上の煙突（支枠及び支

線がある場合においては、これらを含み、ス

トーブの煙突を除く。）、鉄筋コンクリート

造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するも

の（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に

関するもの及び建築物に設けるものを除

く。） 

高さの２倍以内 

４ 廃棄物処

理施設 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４

５年法律第１３７号）第２条第１項に規定す

る廃棄物の分別、保管、収集運搬、再生、中

間処理を含む処分を行うための処理施設 

３００メートル以内 

５ 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項第４号に規定する遊技場のうち、ま

あじゃん屋を目的とした遊技場を除いたも

の及び同項第５号に規定する遊技設備を有

するもの 

１００メートル以内 

６ ラブホテ

ル 

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２

条第２項及び第３項に規定する営業を目的

とする建築物のうち、専ら異性を同伴する客

に利用させることを目的とするものであっ

て、次に掲げる構造及び設備を有しないもの

（１） 外部から内部を見通すことができ、

かつ、営業時間中自由に出入りすることの

できる玄関 

（２） 受付及び応接の用に供する帳場、フ

１００メートル以内 
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ロント等の施設並びにこの施設から各客

室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の

施設 

（３） 自由に利用することができ、かつ、

客室数に応じた広さを有するロビー、応接

室等の施設 

（４） 会議、催物、宴会等に使用すること

ができ、かつ、客室数に応じた広さを有す

る会議室、集会室、広間等の施設 

（５） 食堂、レストラン、喫茶室等及びこ

れらに付随する調理室等の施設 

（６） 付近住民の生活環境及び景観を損な

わない素朴な外観 

（７） 前各号に掲げるもののほか、特に市

長が定める構造又は設備 

大

規

模

開

発

事

業 

７ 大規模建

築物 

延べ面積が１，０００平方メートル以上かつ

高さが１０メートル以上の建築物又は駐車

場を除いた延べ面積が１，０００平方メート

ル以上の集客を目的とした建築物 

５０メートル以内 

８ 深夜営業

施設 

延べ面積が５００平方メートル以上の建築

物で午後１１時から翌日の午前６時までの

間に営業するもの 

３０メートル以内 

９ 葬祭場等 延べ面積が５００平方メートル以上の建築

物で主として葬儀の用に供する集会施設及

び遺体を安置することを目的としたもの（神

社、寺院、教会等の拝礼の施設の敷地内に建

３０メートル以内 
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築するものを除く。） 

１０ 単身者

世帯向け共

同住宅 

事業区域が５００平方メートル以上で１戸

あたりの専用床面積が３５平方メートル未

満の住戸のみで構成される共同住宅（寄宿

舎、長屋を含む。） 

３０メートル以内 

１１ 宅地開

発事業 

１，０００平方メートル以上の事業区域で原

則１敷地に１世帯が居住する住宅（以下「戸

建住宅」という。）の建築を目的として一団

で行われるもの 

３０メートル以内 

１２ 墓地等 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律

第４８号）第２条に規定する墓地、納骨堂 

１１０メートル以内 

１３ 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律第２条に規定する

火葬場 

３００メートル以内 

１４ ペット

霊園等 

犬、猫その他人に飼育されていた動物（以下

「ペット」という。）の死体を火葬する設備

を有する施設、ペットの焼骨を収蔵する設備

を有する施設、ペットの死体を埋葬又はペッ

トの焼骨を埋蔵する設備を有する施設 

１１０メートル以内 

通

常

の

開

発

事

業 

１５ 通常の

開発事業 

上記の開発事業を除いたもので、法第２９条

に規定する許可を要する開発行為のほか、次

に掲げる行為及び建築物の建築、工作物の築

造、設置又は拡張及び土地の形質変更をい

う。 

ア 事業区域が５００平方メートル以上で

行われる建築物の建築、工作物の築造又は

拡張（自己の居住の用に供する住宅を除

２０メートル以内 
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く。） 

イ 高さが１０メートル以上となる建築物

（以下「中高層建築物」という。）（自己

の居住の用に供する住宅を除く。） 

ウ 法第７条第３項に規定する市街化調整

区域で行われる規則で定めるもの 

備考 

１ 周知範囲基準 

周知範囲は、事業区域と隣接地との敷地境界線からの水平距離を基準とする。 

２ 建築物の高さが１０メートル以上の周知範囲 

建築物の高さが１０メートル以上となるときは、建築物により冬至の真太陽

時における午前９時から午後３時までの間に日影を生じる範囲についても周知

範囲に加えるものとする。 

３ 鉄塔類の周知範囲 

鉄塔類のときの周知範囲は、事業区域と隣接地との敷地境界線からではなく

鉄塔類の一番外側の躯体から高さの２倍に相当する距離の範囲までを周知範囲

とする。ただし、鉄塔類の事業区域が当該鉄塔類の高さの２倍を超えるときは、

事業区域と隣接地との敷地境界線から１０メートル以内を周知範囲とする。 

別表第２（第３５条関係） 

建築等抑制区域 

（１） 商業地域、近隣商業地域以外の市街化区域。ただし、ラブホテルの場合は商

業地域以外の市街化区域 

（２） 市街化調整区域 

（３） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校の施設敷地の周囲１

００メートル以内の区域。ただし、ラブホテルの場合は周囲２００メートル以内の

区域 

（４） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童福祉施設の施設敷
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地の周囲１００メートル以内の区域。ただし、ラブホテルの場合は周囲２００メー

トル以内の区域 

（５） 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に規定する図書館の施設敷地の周囲

１００メートル以内の区域。ただし、ラブホテルの場合は周囲２００メートル以内

の区域 

（６） 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）に規定する公民館の施設敷地の周

囲１００メートル以内の区域。ただし、ラブホテルの場合は周囲２００メートル以

内の区域 

（７） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）に規定する都市公園の施設敷地の周

囲１００メートル以内の区域。ただし、ラブホテルの場合は周囲２００メートル以

内の区域 

（８） 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院及び１９人以下の患者

の入院施設を有する診療所の施設敷地の周囲１００メートル以内の区域。ただし、

ラブホテルの場合は周囲２００メートル以内の区域 

（９） 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により指定された重要文

化財（建造物に限る。）、史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物の敷地

の周囲１００メートル以内の区域。ただし、ラブホテルの場合は周囲２００メート

ル以内の区域 

（１０） 神奈川県文化財保護条例（昭和３０年神奈川県条例第１３号）の規定によ

り指定された重要文化財（建造物に限る。）及び史跡名勝天然記念物の敷地の周囲

１００メートル以内の区域。ただし、ラブホテルの場合は周囲２００メートル以内

の区域 

（１１） 海老名市文化財保護条例（昭和３８年条例第１８号）の規定により指定さ

れた重要文化財（建造物に限る。）及び史跡名勝天然記念物の敷地の周囲１００メ

ートル以内の区域。ただし、ラブホテルの場合は周囲２００メートル以内の区域 

別表第３（第６３条関係） 

（令和５条例２８・一部改正） 
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公共施設、公益施設等の整備基準 

  

１ 道路 （１） 事業区域内に道路を設置するときの幅員は６メートル以上

で通り抜けができることを基本とする。ただし、他の道路との接

続が計画されているときはこの限りではない。 

（２） 事業区域内に道路を設置するとき及び事業区域外の道路に

接続するときに同一平面で交差する箇所は両側又は屈曲する箇所

にはその内側に長さ３メートル以上の隅切りを設けることを基本

とする。 

（３） その他規則で定める基準により道路を整備すること。 

２ 公園等 （１） 公園等を設置する位置は、利便性、安全性、景観、日照及

びバリアフリーに配慮し、高圧線下とその外側を避けること。 

（２） 公園等の形状は、矩形に近いものとすること。 

（３） 公園等に配置する出入口の１は幅員を３メートルとし、車

止めを設置すること。 

（４） 敷地の周囲は、透視可能な柵又はフェンスを設置すること。 

（５） その他規則で定める基準により公園等を整備すること。 

３ 下水道 （１） 事業区域の面積が５００平方メートル以上となるときは、

計画雨水量を算定し、放流先の流下能力に応じた排水施設を整備

すること。 

（２） 汚水の排水については、事業区域が公共下水道汚水管の供

用が行われているときはその下水道計画により、供用が行われて

いないときは合併処理槽により処理を行い排水するための設備を

整備すること。 

（３） その他規則で定める基準により下水道を整備すること。 

４ 消防水利 規則で定める基準により、消火栓及び防火水槽を整備すること。 
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５ 消防活動用

空地等 

規則で定める基準により、消防活動用空地等を整備すること。 

６ 集会施設 規則で定める基準により、集会施設を整備すること。 

７ 防犯灯 （１） 既存道路及び開発事業により設置する道路には、その延長

が２５メートルごとに１基以上で防犯灯を設置すること。 

（２） その他規則で定める基準により防犯灯を整備すること。 

８ 緑化 （１） 事業区域の面積が５００平方メートル以上となるときは、

事業区域の面積に対して３パーセントから２５パーセントまでの

範囲で緑化面積を確保すること。 

（２） その他規則で定める基準により緑化を行うこと。 

９ ごみ集積所 規則で定める基準により、ごみ集積所を設置すること。 

１０ 駐車場 規則で定める基準により、自動車駐車場及び二輪車駐車場を設置す

ること。 

１１ 防災 （１） 中高層建築物を目的とした開発事業では防災行政無線に障

害が生じた場合は、対策を講じること。 

（２） 中高層建築物を目的とした開発事業では、災害時に居住者

等が建築物内で一時的な生活を可能とするための物資を保管する

防災備蓄倉庫の設置に努めること。 

 


